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公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
2
号

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
27年
３
月
19日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
鎌
田
　
宏
　
　

　
　
　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
37年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
２
条
第
10号
中
「
、
警
務
企
画
官
」
を
削
る
。

　
第
３
条
第
１
項
の
表
中

「
生

活
安

全
企

画
課

を
生

活
安

全
部

少
年

課
」

「
生

活
安

全
企

画
課

に
改

生
活

安
全

部
県

民
安

全
対

策
課

少
年

課
」

め
、
同
条
第
４
項
の
表
中

「

生
活
安
全
企
画
課
宮
城
県
警
察
犯
罪
抑
止
対
策
室

を
宮
城
県
警
察
ス
ト
ー
カ
ー
・
Ｄ
Ｖ
総
合
対
策
室

」

「
生
活
安
全
企
画
課
宮
城
県
警
察
犯
罪
抑
止
対
策
室

」
に
、

「
少

年
課
宮
城
県
警
察
少
年
事
件
特
別
捜
査
隊

」
を

「

少
年

課
宮
城
県
警
察
少
年
事
件
特
別
捜
査
隊

に
、

少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
せ
ん
だ
い

」

「
捜
査
第
一
課
宮
城
県
警
察
性
犯
罪
特
別
捜
査
隊

」
を

「
捜
査
第
一
課
宮
城
県
警
察
性
犯
罪
特
別
捜
査
隊

に
、

捜
査
第
二
課
宮
城
県
警
察
特
殊
詐
欺
対
策
室

」

「
交
通
企
画
課
宮
城
県
警
察
交
通
安
全
教
育
推
進
室

」
を

「
交
通
企
画
課
宮
城
県
警
察
交
通
事
故
総
合
分
析
室

」
に
改

め
、
同
条
第
５
項
の
表
中

「
仙
台
東
分
駐
隊

」
を
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「
交
通
機
動
隊
沿
岸
分
駐
隊

に
改

仙
台
東
分
駐
隊

」

め
る
。

　
第
６
条
生
活
安
全
企
画
課
の
項
第
４
号
中
「
行
方
不
明
者
、
め
い
て
い
者
」
を
「
酩
酊
者
」
に
改
め
、
同
項
第
５
号

中
「
及
び
ス
ト
ー
カ
ー
・
Ｄ
Ｖ
総
合
対
策
室
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
12号
と
し
、
同
項
第
４
号
の
次
に
次
の
７
号

を
加
え
る
。

　
⑸
 　
古
物
営
業
法
（
昭
和
24年

法
律
第
108号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環
境
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除

く
。）。

　
⑹
 　
質
屋
営
業
法
（
昭
和
25年

法
律
第
158号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環
境
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除

く
。）。

　
⑺
 　
警
備
業
法（
昭
和
47年
法
律
第
117号

）の
施
行
に
関
す
る
こ
と（
生
活
環
境
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑻
 　
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
18年

法
律
第
60号
。
以
下
「
探
偵
業
法
」
と
い
う
。）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環
境
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑼
 　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
33年
法
律
第
６
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環
境
課
及
び
銃
器
薬

物
対
策
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑽
 　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
25年

法
律
第
149号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環
境
課
及
び
銃
器
薬
物
対
策
課

の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑾
 　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
23年

法
律
第
122号

）
の
施
行
並
び
に
公

営
競
技
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
団
体
と
の
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
少
年
課
及
び
生
活
環
境
課
の
所

掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
第
６
条
生
活
安
全
企
画
課
の
項
の
次
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

　
県
民
安
全
対
策
課

　
⑴
 　
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
12年
法
律
第
81号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
13年
法
律
第
31号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑶
　
行
方
不
明
事
案
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
児
童
・
高
齢
者
・
障
害
者
虐
待
事
案
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
　
人
身
の
安
全
を
早
急
に
確
保
す
る
必
要
の
認
め
ら
れ
る
事
案
の
初
動
対
応
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

　
第
６
条
少
年
課
の
項
第
６
号
中
「
関
す
る
こ
と
」
の
次
に
「（
県
民
安
全
対
策
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。）」

を
加
え
、
同
項
第
７
号
中
「
少
年
事
件
特
別
捜
査
隊
」
の
次
に
「
及
び
少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
せ
ん
だ
い
」
を
加
え
、

同
条
生
活
環
境
課
の
項
第
８
号
中
「
風
俗
営
業
等
の
規
制
」
を
「
古
物
営
業
法
、
質
屋
営
業
法
、
警
備
業
法
及
び
探
偵

業
法
に
規
定
す
る
犯
罪
の
取
締
り
」
に
改
め
、
同
項
第
９
号
中
「（
昭
和
33年

法
律
第
６
号
）
の
施
行
」
を
「
及
び
火

薬
類
取
締
法
に
規
定
す
る
犯
罪
の
取
締
り
」
に
改
め
、
同
項
第
10号
か
ら
第
13号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
14号
を
第
10

号
と
し
、
同
項
第
15号
を
第
11号
と
す
る
。

　
第
７
条
捜
査
第
二
課
の
項
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

　
⑶
　
特
殊
詐
欺
対
策
室
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
第
８
条
交
通
企
画
課
の
項
第
１
号
中
「
及
び
企
画
」
を
「
、
企
画
及
び
広
報
」
に
改
め
、
同
項
第
２
号
及
び
第
３
号

を
削
り
、
同
項
第
４
号
を
第
２
号
と
し
、
同
項
第
５
号
中
「
交
通
安
全
教
育
推
進
室
」
を
「
交
通
事
故
総
合
分
析
室
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
３
号
と
す
る
。

　
第
17条
第
１
項
の
表
中

「
課

課
長
　
部
長
等
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
掌
理
し
、
所

属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

を
警
務
課

警
務
企
画
官
　
警
務
部
長
の
命
を
受
け
、
重
要
な
警
察
運
営
の
企

画
調
査
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、

警
務
部
長
を
補
佐
す
る
。

」

「
課

課
長
　
部
長
等
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
掌
理
し
、
所

属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

」
に
、

「

生
活
安
全
企

画
課
　
　
　
生
活
安
全
捜
査
指

導
官
　
　
　
　
　

　
生
活
安
全
企
画
課
長
の
命
を
受
け
、
生
活
安
全
警

察
の
捜
査
の
適
正
化
等
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、

生
活
安
全
企
画
課
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
生
活

安
全
部
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
事

務
を
掌
理
し
、
生
活
安
全
部
長
を
補
佐
す
る
。

」

を

「

生
活
安
全
企

画
課
　
　
　
生
活
安
全
捜
査
指

導
官
　
　
　
　
　

　
生
活
安
全
企
画
課
長
の
命
を
受
け
、
生
活
安
全
警

察
の
捜
査
の
適
正
化
等
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、

生
活
安
全
企
画
課
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
生
活

安
全
部
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
事

務
を
掌
理
し
、
生
活
安
全
部
長
を
補
佐
す
る
。

に
、

県
民
安
全
対

策
課
　
　
　
人
身
安
全
対
策
官

　
県
民
安
全
対
策
課
長
の
命
を
受
け
、
人
身
安
全
関

連
事
案
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
県
民
安
全
対
策

課
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
生
活
安
全
部
長
か
ら

特
に
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
事
務
を
掌
理
し
、

生
活
安
全
部
長
を
補
佐
す
る
。

」
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「

銃
器
薬
物
対

策
課
　
　
　
銃
器
薬
物
捜
査
指

導
官
　
　
　
　
　

　
銃
器
薬
物
対
策
課
長
の
命
を
受
け
、
銃
器
及
び
薬

物
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
銃
器

薬
物
対
策
課
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
組
織
犯
罪

対
策
局
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
事

務
を
掌
理
し
、
組
織
犯
罪
対
策
局
長
を
補
佐
す
る
。

を

交
通
企
画
課
交
通
安
全
企
画
官

　
交
通
企
画
課
長
の
命
を
受
け
、
交
通
事
故
防
止
対

策
に
関
す
る
事
務
等
を
掌
理
し
、
交
通
企
画
課
長
を

補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
交
通
部
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら

れ
た
場
合
は
、
そ
の
事
務
を
掌
理
し
、
交
通
部
長
を

補
佐
す
る
。

」

「

銃
器
薬
物
対

策
課
　
　
　
銃
器
薬
物
捜
査
指

導
官
　
　
　
　
　

　
銃
器
薬
物
対
策
課
長
の
命
を
受
け
、
銃
器
及
び
薬

物
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
銃
器

薬
物
対
策
課
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
組
織
犯
罪

対
策
局
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
事

務
を
掌
理
し
、
組
織
犯
罪
対
策
局
長
を
補
佐
す
る
。

」

に
改

め
、
同
条
第
２
項
中
「
、
宮
城
県
警
察
ス
ト
ー
カ
ー
・
Ｄ
Ｖ
総
合
対
策
室
」
を
削
り
、「
宮
城
県
警
察
情
報
分
析
支
援
室
」

の
次
に
「
、
宮
城
県
警
察
特
殊
詐
欺
対
策
室
」
を
加
え
、「
宮
城
県
警
察
交
通
安
全
教
育
推
進
室
」
を
「
宮
城
県
警
察

交
通
事
故
総
合
分
析
室
」
に
改
め
、
同
条
第
６
項
の
表
中

「

を
科
学
捜

査
研
究

所学
　
校
科

長
　
科
学
捜
査
研
究
所
長
又
は
学
校
長
の
命
を
受
け
、
科
学
捜
査

研
究
所
又
は
学
校
の
事
務
を
整
理
し
、
科
学
捜
査
研
究
所
長
又

は
学
校
長
を
補
佐
す
る
。

」

「

に
、

科
学
捜

査
研
究

所学
　
校
科

長
　
科
学
捜
査
研
究
所
長
又
は
学
校
長
の
命
を
受
け
、
科
学
捜
査

研
究
所
又
は
学
校
の
事
務
を
整
理
し
、
科
学
捜
査
研
究
所
長
又

は
学
校
長
を
補
佐
す
る
。

交
通
企

画
課

交
通
事
故
分

析
官

　
交
通
企
画
課
長
の
命
を
受
け
、
事
故
分
析
に
関
す
る
事
務
を

整
理
し
、
交
通
企
画
課
長
を
補
佐
す
る
。

」

「

課
等
、

学
校

技
師
　
上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
を
つ
か
さ
ど
る
。

を
事
務
員
　
上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
の
補
助
的
業
務
に
従
事
す
る
。

」

「

課
　
等

学
　
校

技
師
　
上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
を
つ
か
さ
ど
る
。

に
改

事
務
員
　
上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
の
補
助
的
業
務
に
従
事
す
る
。

」

め
、
同
条
第
７
項
中
「
及
び
少
年
育
成
官
」
を
「
、
少
年
育
成
官
及
び
交
通
事
故
分
析
官
」
に
改
め
、
同
条
第
８
項
中

「
宮
城
県
警
察
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
」
の
次
に
「
及
び
少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
せ
ん
だ
い
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
27年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
探
偵
業
者
へ
の
監
督
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２
 　
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
探
偵
業
者
へ
の
監
督
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
19年
宮
城
県

公
安
委
員
会
規
則
第
11号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
 　
別
記
様
式
第
３
号
か
ら
別
記
様
式
第
５
号
ま
で
の
規
定
中
「
宮
城
県
公
安
委
員
会
（
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全

部
生
活
環
境
課
経
由
）」
を
「
宮
城
県
公
安
委
員
会
」
に
改
め
る
。

　
（
警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

３
　
警
備
業
法
施
行
細
則
（
平
成
20年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
 　
別
記
様
式
第
１
号
、
別
記
様
式
第
４
号
、
別
記
様
式
第
６
号
、
別
記
様
式
第
９
号
、
別
記
様
式
第
14号
、
別
記
様

式
第
17号
、
別
記
様
式
第
20号
、
別
記
様
式
第
22号
、
別
記
様
式
第
25号
及
び
別
記
様
式
第
27号
中
「
宮
城
県
公
安

委
員
会
（
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課
経
由
）」
を
「
宮
城
県
公
安
委
員
会
」
に
改
め
る
。
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